
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

六

号

安
倍
内
閣
の
内
閣
官
房
報
償
費
（
官
房
機
密
費
）
の
透
明
化
方
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

塩

川

鉄

也

6



安
倍
内
閣
の
内
閣
官
房
報
償
費
（
官
房
機
密
費
）
の
透
明
化
方
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
一
二
年
度
の
内
閣
官
房
報
償
費
（
官
房
機
密
費
）
に
つ
い
て
、
内
閣
官
房
長
官
が
取
扱
責
任
者
で
あ
る
内
閣
官
房
報

償
費
の
国
庫
か
ら
の
支
出
状
況
（
請
求
日
、
支
出
額
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

野
田
前
内
閣
は
、
内
閣
官
房
長
官
が
取
扱
責
任
者
で
あ
る
内
閣
官
房
報
償
費
（
官
房
機
密
費
）
を
い
く
ら
使
用
し
た
の
か

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

民
主
党
政
権
は
、
内
閣
官
房
長
官
が
取
扱
責
任
者
で
あ
る
内
閣
官
房
報
償
費
（
官
房
機
密
費
）
を
い
く
ら
使
用
し
た
の
か

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

藤
村
修
前
内
閣
官
房
長
官
は
、
「
内
閣
官
房
報
償
費
の
執
行
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針
」
で
、
「
内
閣
官
房
報
償
費

（
以
下
「
報
償
費
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
執
行
に
資
す
る
た
め
、
報
償
費
を
責
任
を
持
っ
て
執
行
す
る
中
で
、
そ
の
使
途

等
を
検
証
す
る
。
そ
の
使
途
等
を
検
証
し
て
い
く
中
で
、
報
償
費
の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
に
つ
い
て
、
検
討
す

る
。
」
と
し
て
い
た
。
安
倍
内
閣
は
、
「
報
償
費
の
透
明
性
の
確
保
を
図
る
方
策
」
に
つ
い
て
、
「
内
閣
官
房
報
償
費
の
執

行
に
当
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
定
め
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

報
償
費
及
び
報
償
費
の
透
明
化
方
策
に
関
し
て
、
藤
村
修
前
内
閣
官
房
長
官
か
ら
菅
義
偉
内
閣
官
房
長
官
へ
の
引
き
継
ぎ

一



の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

藤
村
修
前
内
閣
官
房
長
官
は
、
十
二
月
五
日
に
、
「
内
閣
官
房
報
償
費
の
透
明
化
方
策
に
つ
い
て
（
私
案
）
」
を
発
表
し

て
い
る
。
安
倍
内
閣
は
、
こ
の
私
案
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


